
財
政
課 

☎（
55
）7
1
3
2

■

上
水
道
課 

☎（
55
）7
1
4
6

■

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
本
所

☎（
24
）5
5
8
8

■
国
際
芸
術
祭「
あ
い
ち
2
0
2
5
」

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
務
局 

☎
052（
961
）4
5
6
1

■

2
月
7
日
に
、日
本
生
命
保
険
相
互
会
社

様
か
ら
市
事
業
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
と
現

金（
金
額
は
非
公
表
）の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。ご
意
向
の
と
お
り
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

2
月
7
日
に
匿
名
の
方
か
ら
市
事
業
に
役

立
て
て
く
だ
さ
い
と
現
金
20
万
円
の
寄
附
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。ご
意
向
の
と
お
り
活
用

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

2
月
13
日
に
西
尾
張
地
区
郵
便
局
長
会
か

ら
、読
書
活
動
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
と
市

図
書
館
に
絵
本
15
冊
の
寄
附
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。ご
意
向
の
と
お
り
活
用
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

▼
募
集
場
所
／

藤
浪
駅
前
駐
車
場　
募
集
台
数
2
台

・
所
在　
　
諏
訪
町
中
杁
276
番
1
ほ
か

・
使
用
料　
1
台
1
か
月
6
千
円

※
駐
車
で
き
る
車
両
は
、普
通
自
動
車
、小
型

自
動
車
、軽
自
動
車
で
、長
さ
5
ｍ
以
内
、幅

2
ｍ
以
内
、高
さ
2
．4
ｍ
以
内
で
す
。

▼
利
用
開
始
日
／
5
月
1
日（
木
）

※
利
用
許
可
期
間
は
最
長
5
年

▼
申
し
込
み
／
4
月
10
日（
木
）〜
17
日（
木
）

午
前
9
時
〜
午
後
5
時（
土
・
日
曜
日
、祝
日

を
除
く
） 
に
財
政
課
で
受
け
付
け
し
ま
す
。

そ
の
際
、必
ず
車
検
証
の
写
し
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。申
請
書
は
窓
口
で
記
入
で
き
ま
す
。

▼
抽
選
／
4
月
21
日（
月
） 
午
後
6
時
30
分

市
役
所
南
館
1
階

▼
使
用
料
の
納
付
方
法
／
年
2
回
、納
付
書

で
前
納
し
て
く
だ
さ
い
。途
中
で
解
約
す
る

場
合
は
、還
付
請
求
が
で
き
ま
す
。

▼
日
時
／
4
月
16
日（
水
）午
後
2
時
〜

▼
場
所
／
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
本
所　

（
佐
織
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

▼
募
集
要
件
／
60
歳
以
上
の
愛
西
市
民
で
、

心
身
と
も
に
健
康
で
働
く
意
欲
の
あ
る
方

▼
活
動
期
間
／
9
月
12
日（
金
）〜
11
月
30
日

（
日
）

▼
内
容
／
3
年
に
一
度
の
国
内
最
大
規
模
現

代
ア
ー
ト
の
祭
典
、国
際
芸
術
祭「
あ
い
ち

2
0
2
5
」の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま

す
。詳
し
く
は
、国
際
芸
術
祭「
あ
い
ち

2
0
2
5
」ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
事
務
局
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
申
し
込
み
／
6
月
3
日（
火
）ま
で

エ
ネ
ル
ギ
ー
や
食
料
品
価
格
な
ど
の
高
騰

の
影
響
を
受
け
た
市
民
や
事
業
者
の
経
済
的

負
担
を
軽
減
す
る
た
め
、上
水
道
の
基
本
料

金
を
4
か
月
間
免
除・補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者
／

①
市
内
の
水
道
事
業
者
と
給
水
契
約
を
結

び
、か
つ
、市
内
で
給
水
さ
れ
て
い
る
世
帯
お

よ
び
事
業
者

②
市
外
の
水
道
事
業
者
と
給
水
契
約
を
結
ぶ

市
内
在
住
の
世
帯
お
よ
び
事
業
者

▼
期
間
／
4
月
利
用
分
か
ら
7
月
利
用
分
ま

で（
4
か
月
間
）

▼
申
請
方
法
／
原
則
、手
続
き
は
不
要
で
す
。

※
市
外
の
水
道
事
業
者
と
給
水
契
約
を
結

ぶ
市
内
在
住
の
世
帯
お
よ
び
事
業
者
は
、別

途
申
請
手
続
き
が
必
要
で
す
。後
日
、個
別

に
通
知
し
ま
す
。

▼
そ
の
他
／
海
部
南
部
水
道
企
業
団
と
給
水

契
約
を
結
び
、か
つ
、市
内
で
給
水
さ
れ
て
い

る
世
帯
お
よ
び
事
業
者
で
、基
本
料
金
の
免

除
以
外
の
お
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
場
合
は
、

同
企
業
団
☎（
32
）3
1
1
1
に
直
接
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お知らせ

市役所　〒496-8555（住所不要）　FAX（26）1011 https://www.city.aisai.lg.jp/

お
知
ら
せ

暮
ら
し
に
便
利

健
康
ガ
イ
ド

イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

子
育
て
１
・
２
・
３

あ
い
さ
い
見
聞
録
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